
事 務 連 絡 
令和８年３月 31 日 

 
各地方公共団体 こども政策関係部局 御中 
 
 

こども家庭庁長官官房総務課 
 
 

こども家庭庁所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用について 
 

こども家庭庁関係の申請、交付等の事務・手続における旧氏の取扱いにつきまして、こ
ども家庭庁 HP において、別添のとおり掲載しておりますので、周知させていただきま
す。 
なお、各地方公共団体における旧姓使用の取扱いにつきましては、「国の行政機関におけ

る職員の旧姓使用に係る申合せについて」（平成 29 年 11 月 14 日付け総行女第 28 号総務
省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室長通知）により周知が行われて
いることを申し添えます。 

 
 

（連絡先） 
こども家庭庁長官官房総務課 
電話：03-6860-0025（直通） 
E-mail：kodomokatei.houreishinsa@cfa.go.jp 

 
 



こども家庭庁所管法令等に基づく申請等の手続における旧姓使用についてのお知らせ 

 

令和８年３月 31日 

こ ど も 家 庭 庁 

 

 

こども家庭庁が所管する法令等の規定（他の府省庁が主管する規定を除く。）に基づ

く申請、届出、通知等（以下「申請等」という。）における旧姓（住民基本台帳法施行

令（昭和 42年政令第 292号）第 30条の 13に規定する旧氏をいう。以下同じ。）の使

用について、下記のとおりお知らせします。 

 

 

記 

 

１ 申請等を行おうとする者（以下「申請者等」という。）が、旧姓併記を希望する場

合は、旧姓を併記することができます。 

 

２ 旧姓の併記とは、申請者等の氏名を記載する欄において、戸籍氏に加えて、括弧

書き等で旧姓を記載することをいいます。 

 

３ 上記１の手続において、本人確認のため氏名を証明する書類の提出等が求められ

ている場合は、旧姓を記載した住民票の写し、個人番号カード等の公的な証明書類

を提示し、又は提出してください。 

 

以上 


